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   第一章 総則 

 （趣旨） 

第一条 この法律は、日本道路公団等民営化関係法（道路会社法、機構法及び整備法を

いう。以下同じ。）の施行に関し必要な事項を定めるとともに、日本道路公団等民営

化関係法の施行に伴う関係法律の整備等を行うものとする。 

 （定義） 

第二条 この法律において「道路会社法」とは、高速道路株式会社法（平成十六年法律

第▼▼▼号）をいう。 

２ この法律において「機構法」とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構

法（平成十六年法律第▼▼▼号）をいう。 

３ この法律において「整備法」とは、日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の

整備等に関する法律（平成十六年法律第▼▼▼号）をいう。 

４ この法律において「高速道路」とは、道路会社法第二条第二項に規定する高速道路

をいう。 

   第二章 日本道路公団等民営化関係法の施行 

    第一節 高速道路株式会社の設立 

 （設立委員） 

第三条 国土交通大臣は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高

速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡

高速道路株式会社（以下「会社」と総称する。）ごとに、設立委員を命じ、当該会社

の設立に関して発起人の職務を行わせる。 

２ 設立委員は、国土交通省令で定めるところにより、整備法第一条の規定による改正

後の道路整備特別措置法（昭和三十一年法律第七号。以下「新特別措置法」とい

う。）第六条第一項の供用約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならな



 

 

い。この場合において、当該供用約款は、会社の成立の時において、同項の認可を受

けたものとみなす。 

３ 設立委員は、前二項に定めるもののほか、当該会社がその成立の時において事業を

円滑に開始するために必要な業務を行うことができる。 

 （定款） 

第四条 設立委員は、定款を作成して、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 

２ 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければな

らない。 

 （会社の設立に際して発行する株式） 

第五条 会社の設立に際して発行する株式に関する商法（明治三十二年法律第四十八

号）第百六十八条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。 

２ 会社の設立に際して発行する株式については、商法第二百八十四条ノ二第二項の規

定にかかわらず、その発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことがで

きる。この場合において、同条第一項中「本法」とあるのは、「本法又ハ日本道路公

団等民営化関係法施行法」とする。 

 （株式の引受け） 

第六条 会社の設立に際して発行する株式の総数は、次の各号に掲げる会社ごとに、当

該各号に定める日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連

絡橋公団（以下「公団」と総称する。）が引き受けるものとし、設立委員は、これを

当該公団に割り当てるものとする。 

 一 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社

 日本道路公団 

 二 首都高速道路株式会社 首都高速道路公団 

 三 阪神高速道路株式会社 阪神高速道路公団 

 四 本州四国連絡高速道路株式会社 本州四国連絡橋公団 

２ 前項の規定により割り当てられた株式による東日本高速道路株式会社、中日本高速

道路株式会社及び西日本高速道路株式会社の設立に関する株式引受人としての権利

は、政府が行使する。 

３ 第一項の規定により割り当てられた株式による首都高速道路株式会社、阪神高速道

路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社の設立に関する株式引受人としての権

利は、政府及びそれぞれ首都高速道路公団、阪神高速道路公団又は本州四国連絡橋公

団に出資している地方公共団体（以下「出資地方公共団体」という。）が、各公団へ

の出資の金額の各公団の出資の総額に対する割合に応じて、これを行使する。 

 （出資） 

第七条 公団は、会社の設立に際し、会社に対し、第十五条第一項に規定する承継計画

において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。この場合において



 

 

は、第三十七条第四号の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法（昭和四十五年法

律第八十一号。以下「旧本州四国公団法」という。）第四十二条の規定は、適用しな

い。 

 （創立総会） 

第八条 会社の設立に係る商法第百八十条第一項の規定の適用については、同項中「第

百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「日本道路公団等民営

化関係法施行法第六条第一項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。 

 （会社の成立） 

第九条 第七条の規定により公団が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行わ

れるものとし、会社は、商法第五十七条の規定にかかわらず、その時に成立する。 

 （設立の登記） 

第十条 会社は、商法第百八十八条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞な

く、その設立の登記をしなければならない。 

 （商法の適用除外） 

第十一条 商法第百六十七条、第百六十八条第二項及び第百八十一条の規定は、会社の

設立については、適用しない。 

    第二節 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の設立 

第十二条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構（以下「機構」という。）

は、独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第十七条の規定にかかわらず、

この法律の施行の時に成立する。 

２ 機構は、独立行政法人通則法第十六条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞な

く、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。 

    第三節 日本道路公団等の解散 

 （基本方針） 

第十三条 国土交通大臣は、会社及び機構の成立の際現に公団が行っている業務並びに

公団の権利及び義務の会社及び機構への適正かつ円滑な引継ぎを図るため、公団の業

務の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する基本方針（以下「基本方針」とい

う。）を定めなければならない。 

２ 基本方針は、次に掲げる事項に関する基本的な事項について定めるものとする。 

 一 会社及び機構に引き継がせる業務の種類及び範囲 

 二 会社及び機構に承継させる資産、債務その他の権利及び義務 

 三 その他会社及び機構への業務の適正かつ円滑な引継ぎに関する事項 

３ 基本方針は、会社及び機構の成立の際現に公団が行っている業務並びに公団の権利

及び義務（第十五条第二項の規定により国及び出資地方公共団体が承継するものを除

く。）のうち、機構法第十二条の業務に該当する業務並びに当該業務に係る資産、当

該資産に対応する債務その他の政令で定める債務その他の権利及び義務を機構に、当



 

 

該業務以外の業務並びに当該権利及び義務以外の権利及び義務を会社に引き継がせる

よう定めなければならない。 

４ 基本方針は、前項に規定するもののほか、道路会社法第五条第二項の規定により当

該高速道路をその事業の範囲とする会社（以下「事業範囲会社」という。）の成立の

際現に次に掲げる高速道路について公団が行っている業務については、それぞれ当該

事業範囲会社に引き継がせるよう定めなければならない。 

 一 会社の成立の際現に整備法第一条の規定による改正前の道路整備特別措置法（以

下「旧特別措置法」という。）第四条、第七条の五又は第七条の九の規定により公

団が維持、修繕及び災害復旧を行っている高速道路 

 二 会社の成立の際現に旧特別措置法第五条第一項又は第四項の許可を受けて日本道

路公団が維持、修繕及び災害復旧を行っている高速道路（以下「管理有料高速道

路」という。） 

 三 会社の成立の際現に旧特別措置法第二条の二、第七条の二若しくは第七条の七の

規定に基づき、又は旧特別措置法第三条第一項若しくは第四項の許可を受けて公団

が新設し、又は改築している高速道路 

 四 会社の成立前に高速自動車国道法（昭和三十二年法律第七十九号）第五条第一項

若しくは第三項の整備計画、第三十七条第二号の規定による廃止前の首都高速道路

公団法（昭和三十四年法律第百三十三号。以下「旧首都公団法」という。）第三十

条第一項の基本計画、第三十七条第三号の規定による廃止前の阪神高速道路公団法

（昭和三十七年法律第四十三号。以下「旧阪神公団法」という。）第三十条第一項

の基本計画又は旧本州四国公団法第三十条第一項の基本計画に定められている高速

道路であって、公団が新設又は改築に関する調査を行っているもの（第一号又は前

号に該当するもの及び高速自動車国道法第六条の規定により国土交通大臣が新設、

改築、維持、修繕その他の管理を行っているものを除く。） 

５ 国土交通大臣は、基本方針の策定前に、道路会社法第五条第二項第一号及び第三号

の規定による指定をしなければならない。 

６ 旧首都公団法第三十条第一項の基本計画又は旧阪神公団法第三十条第一項の基本計

画に定められている高速道路は、それぞれ、基本方針の策定の時において、道路会社

法第五条第二項第二号又は第五号の規定による国土交通大臣の指定があった高速道路

とみなす。 

７ 国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければな

らない。 

 （実施計画） 

第十四条 国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、次の各号に掲げる公団に対し、

当該各号に定める会社及び機構ごとに、その業務の引継ぎ並びに権利及び義務の承継

に関する実施計画（以下「実施計画」という。）を国土交通省令で定めるところによ



 

 

り作成すべきことを指示しなければならない。 

 一 日本道路公団 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高

速道路株式会社 

 二 首都高速道路公団 首都高速道路株式会社 

 三 阪神高速道路公団 阪神高速道路株式会社 

 四 本州四国連絡橋公団 本州四国連絡高速道路株式会社 

２ 実施計画には、前条第二項各号に掲げる事項について記載するものとする。 

３ 公団は、第一項の規定による指示があったときは、国土交通大臣が定める期間内に

基本方針に従い実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 

４ 公団は、実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければ

ならない。 

５ 国土交通大臣は、前二項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければ

ならない。 

 （公団の解散等） 

第十五条 公団は、会社及び機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権

利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前

条第三項の認可を受けた実施計画（同条第四項の認可があったときは、変更後の実施

計画。以下「承継計画」という。）において定めるところに従い、その時において同

条第一項各号に掲げる公団ごとに当該各号に定める会社及び機構が承継する。 

２ 会社及び機構の成立の際現に公団が有する権利のうち次に掲げる資産は、会社及び

機構の成立の時において国（首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡

橋公団が有する資産にあっては、国及び出資地方公共団体）が承継する。 

 一 第六条第一項の規定により公団が引き受けた会社の株式の総数 

 二 管理有料高速道路を構成する敷地又は支壁その他の物件（料金の徴収施設その他

政令で定めるものを除く。） 

 三 前二号に定めるもののほか、会社及び機構がその事業又は業務を確実に実施する

ために必要な資産以外の資産 

３ 前二項の規定により会社及び機構並びに国及び出資地方公共団体が公団から承継す

る資産（国及び出資地方公共団体が承継するものにあっては、前項第一号に掲げるも

のに限る。）の価額は、会社及び機構の成立の日現在における時価を基準として評価

委員が評価した価額とする。 

４ 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 

５ 第六条第一項の規定により首都高速道路公団、阪神高速道路公団又は本州四国連絡

橋公団が引き受けた首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡

高速道路株式会社の株式は、それぞれ国及び出資地方公共団体が、各公団への出資の

金額の各公団の出資の総額に対する割合に応じて、承継する。 



 

 

６ 第二項の規定により国が承継する会社の株式は、政令で定めるところにより、一般

会計又は道路整備特別会計に帰属するものとする。 

７ 第三項から前項までに定めるもののほか、第二項の規定による国及び出資地方公共

団体への資産の承継に関し必要な事項は、政令で定める。 

８ 公団の平成十七年四月一日に始まる事業年度は、公団の解散の日の前日に終わるも

のとする。 

９ 公団の平成十七年四月一日に始まる事業年度に係る次の各号に掲げる公団の決算並

びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、当該各号に定める機

構又は会社がなお従前の例により行うものとする。この場合において、日本道路公団

及び首都高速道路公団の決算完結の期限は、解散の日の翌日から起算して四月を経過

した日とする。 

 一 日本道路公団 機構 

 二 首都高速道路公団 首都高速道路株式会社 

 三 阪神高速道路公団 阪神高速道路株式会社 

 四 本州四国連絡橋公団 本州四国連絡高速道路株式会社 

10 前項の場合においては、第三十七条第一号の規定による廃止前の日本道路公団法

（昭和三十一年法律第六号。以下「旧道路公団法」という。）第二十四条第二項（監

事の意見に係る部分に限る。）、旧首都公団法第九条及び第三十五条第二項（監事の

意見に係る部分に限る。）、旧阪神公団法第九条及び第三十四条第二項（監事の意見

に係る部分に限る。）並びに旧本州四国公団法第九条及び第三十六条第二項（監事の

意見に係る部分に限る。）の規定は、適用しない。 

11 第一項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、

政府及び出資地方公共団体から公団に対し出資されている出資金に相当する金額から

第二項の規定により国及び出資地方公共団体が承継した会社の株式の総数の価額に相

当する金額を減じた額（以下この項において「承継出資額」という。）は、政府及び

出資地方公共団体から機構に対し出資されたものとし、承継計画において定めるとこ

ろに従い機構が承継する資産の価額から負債の金額及び承継出資額の合計額を差し引

いた額は、積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。 

12 第一項の規定により公団が解散した場合における解散の登記については、政令で定

める。 

 （道路債券等に係る債務に関する連帯債務） 

第十六条 前条第一項の規定により次の表の上欄に掲げる会社又は機構が、同表の中欄

に掲げる公団の借入金又は債券に係る債務の全部又は一部を承継したときは、当該承

継の時までに公団が借り入れた同欄に掲げる借入金に係る債務（同項の規定により機

構が承継したものを除く。）及び当該承継の時において発行されている同欄に掲げる

すべての債券に係る債務については、同表の下欄に掲げる会社及び機構が連帯して弁



 

 

済の責めに任ずる。ただし、公団が国から借り入れた借入金に係る債務及び国が保有

しているこれらの債券に係る債務について、国が弁済の請求をする場合にあっては、

この限りでない。 

東日本高速道路株式会

社、中日本高速道路株式

会社、西日本高速道路株

式会社又は機構 

日本道路公団の借入金又

は道路債券 

東日本高速道路株式会社、

中日本高速道路株式会社、

西日本高速道路株式会社及

び機構 

首都高速道路株式会社又

は機構 

首都高速道路公団の借入

金又は首都高速道路債券 

首都高速道路株式会社及び

機構 

阪神高速道路株式会社又

は機構 

阪神高速道路公団の借入

金又は阪神高速道路債券 

阪神高速道路株式会社及び

機構 

本州四国連絡高速道路株

式会社又は機構 

本州四国連絡橋公団の借

入金又は本州四国連絡橋

債券 

本州四国連絡高速道路株式

会社及び機構 

２ 前項の場合には、次の各号に掲げる債券（以下「道路債券等」という。）の債権者

は、当該各号に定める会社及び機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権

の弁済を受ける権利を有する。 

 一 道路債券 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道

路株式会社 

 二 首都高速道路債券 首都高速道路株式会社 

 三 阪神高速道路債券 阪神高速道路株式会社 

 四 本州四国連絡橋債券 本州四国連絡高速道路株式会社 

３ 前項の先取特権の順位は、民法（明治二十九年法律第八十九号）の規定による一般

の先取特権に次ぐものとする。 

 （権利及び義務の承継に伴う経過措置） 

第十七条 第十五条第一項の規定により会社又は機構が承継する道路債券等に係る債務

について旧道路公団法第二十八条、旧首都公団法第三十八条の二、旧阪神公団法第三

十八条又は旧本州四国公団法第三十九条の規定により政府がした保証契約は、その承

継後においても、当該道路債券等に係る債務について従前の条件により存続するもの

とする。 

２ 第十五条第一項の規定により東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、

西日本高速道路株式会社又は機構が承継する道路債券に係る債務について国際復興開

発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律（昭和二十八年法律第五十

一号）第二条第二項又は第三項により政府がした保証契約は、その承継後において

も、当該道路債券に係る債務について従前の条件により存続するものとし、当該保証

契約に係る道路債券の利子及び償還差益に係る租税その他の公課については、なお従

前の例による。 

３ 第十五条第一項の規定により会社が承継する債務に係る道路債券等又は借入金が財



 

 

政融資資金による引受け、応募若しくは買入れ又は貸付けに係るものである場合にお

ける当該道路債券等又は借入金についての財政融資資金法（昭和二十六年法律第百

号）第十条第一項の規定の適用については、会社を同項第七号又は第八号に規定する

法人とみなす。 

４ 第十五条第一項の規定により会社が承継する債務に係る道路債券等が日本郵政公社

法（平成十四年法律第九十七号）第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金及

び同項第五号に規定する簡易生命保険資金による取得に係るものである場合における

当該道路債券等についての同法第四十一条及び第四十五条第一項の規定の適用につい

ては、会社を同法第四十一条第四号ニに規定する法人とみなす。 

５ 承継計画において機構が承継することとされた道路資産（機構法第二条第二項に規

定する道路資産をいう。以下同じ。）は、新特別措置法第五十一条第二項から第四項

までの規定にかかわらず、機構の成立の時において、機構に帰属する。この場合にお

いて、新特別措置法第五十二条中「前条第二項から第四項まで」とあるのは「前条第

二項から第四項まで及び日本道路公団等民営化関係法施行法第十七条第五項」と、

「同条第六項」とあるのは「前条第六項」とする。 

 （非課税） 

第十八条 第十五条第一項の規定により会社又は機構が公団の資産を承継する場合にお

ける当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取

得税を課することができない。 

    第四節 経過措置 

 （商号についての経過措置） 

第十九条 道路会社法第四条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に東日本高

速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路

株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社という文字を使

用している者については、この法律の施行後六月間は、適用しない。 

 （会社の事業の特例） 

第二十条 管理有料高速道路に係る事業範囲会社（以下「管理有料高速道路承継会社」

という。）は、当分の間、第二十六条第一項の規定によりなおその効力を有すること

とされる旧特別措置法及び同条第二項の規定により適用される新特別措置法に基づく

管理有料高速道路の維持、修繕、災害復旧その他の管理の事業を営むことができる。 

２ 前項の規定により管理有料高速道路承継会社が同項の事業を営む場合には、道路会

社法第五条第五項中「第一項」とあるのは「第一項及び日本道路公団等民営化関係法

施行法第二十条第一項」と、「ほか、同項第一号」とあるのは「ほか、第一項第一

号」と、「の事業）」とあるのは「の事業）及び同条第一項の事業」と、「同項の」

とあるのは「第一項及び同条第一項の」と、道路会社法第十四条第二項及び附則第三

条第一項中「第五条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第五条第一項第一号及び



 

 

第二号並びに日本道路公団等民営化関係法施行法第二十条第一項」と、次条中「道路

会社法第五条第一項」とあるのは「道路会社法第五条第一項及び前条第一項」と、

「同条第五項後段」とあるのは「道路会社法第五条第五項後段」とする。 

 （会社の事業範囲についての経過措置） 

第二十一条 この法律の施行の際現に第十四条第一項各号に掲げる公団が行っている事

業（承継計画において会社に引き継ぐものとされた事業に限る。）であって、道路会

社法第五条第一項の事業に該当しないものについては、それぞれ、当該各号に定める

会社によりその成立の時において同条第五項後段の規定による届出がなされたものと

みなす。 

 （事業計画についての経過措置） 

第二十二条 会社の成立の日の属する営業年度の事業計画については、道路会社法第十

条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。 

 （機構の業務の特例） 

第二十三条 機構は、機構法第十二条の業務のほか、第十五条第一項の規定により機構

が公団から承継した道路資産（第十三条第四項第三号に掲げる高速道路（次条第一項

に規定する暫定期間内完成高速道路を除く。）のうち、第三十条第一項の指定が行わ

れなかったものに係るものに限る。）について、これを国、地方公共団体又は地方道

路公社に譲渡するまでの間は、その保有の業務を行う。 

２ 前項の規定により機構が同項の業務を行う場合には、機構法第十九条中「第十二条

第一項の業務又は同条第二項の業務」とあるのは「第十二条第一項及び施行法第二十

三条第一項の業務又は第十二条第二項の業務」と、機構法第二十一条第一項中「第十

二条第一項」とあるのは「第十二条第一項及び施行法第二十三条第一項」と、機構法

第三十二条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条及び施行法第二十三条第一

項」とする。 

 （暫定協定） 

第二十四条 国土交通大臣は、会社及び機構の成立の時までに、第十三条第四項第一号

及び第三号に掲げる高速道路について、国土交通省令で定めるところにより、全国路

線網、地域路線網又は一の路線に属する高速道路（当該高速道路について事業範囲会

社が二以上ある場合にあっては、当該高速道路のうち、道路会社法第五条第二項の規

定により事業範囲会社が事業を営む各部分）ごとに、機構法第十三条第一項各号に掲

げる事項（同項第六号の貸付期間及び同項第七号の徴収期間を除く。）をその内容に

含む協定（以下「暫定協定」という。）を定めるものとする。この場合において、同

項第七号の料金の額は、第十三条第四項第一号に掲げる高速道路及び暫定期間内完成

高速道路（同項第三号に掲げる高速道路のうち、第七項の規定により暫定協定がその

効力を失う日前に新設又は改築の工事が完了するものをいう。以下同じ。）について

定めるものとする。 



 

 

２ 前項に規定する全国路線網に属する高速道路とは、高速自動車国道（高速自動車国

道と交通上密接な関連を有する高速自動車国道以外の高速道路であって、機構が機構

法第十二条第一項の業務を高速自動車国道と一体として行う必要があるものとして国

土交通大臣が指定するものを含む。）をいう。 

３ 第一項に規定する地域路線網に属する高速道路とは、交通上密接な関連を有する二

以上の高速道路（前項に規定するものを除く。）であって、機構が機構法第十二条第

一項の業務を一体として行う必要があるものとして国土交通大臣が指定するものをい

う。 

４ 暫定協定に定める機構法第十三条第一項第七号の料金の額は、第十三条第四項第一

号に掲げる高速道路又は暫定期間内完成高速道路のうち旧特別措置法第三条第一項若

しくは第四項の許可に係るものにあっては、それぞれ、次条第三項又は第二十七条第

三項の規定により新特別措置法第三条第二項第四号の料金の額とみなされた額と同一

としなければならない。 

５ 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、暫定協定を変更することができる。 

６ 国土交通大臣は、暫定協定を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを関係会

社及び機構の設立委員（会社及び機構の成立後にあっては、関係会社及び機構）に通

知しなければならない。 

７ 暫定協定は、当該暫定協定の対象となる高速道路について第三十一条第二項の規定

による新特別措置法第三条第一項若しくは第六項の許可又は第三十一条第三項の規定

による届出があった日（当該高速道路について二以上の会社が新設、改築、維持、修

繕その他の管理を行う場合にあってはそのすべての会社について当該許可又は届出が

あった日、第十三条第四項第三号に掲げる高速道路（暫定期間内完成高速道路を除

く。）のうち第三十条第一項に規定する期間（同条第十項の規定により当該期間が延

長された場合にあっては、当該延長後の期間）を経過するまでの間に第三十条第一項

の規定による国土交通大臣の指定がなかった高速道路に係る部分にあっては当該期間

を経過する日）にその効力を失う。 

 （供用中の高速道路の管理） 

第二十五条 第十三条第四項第一号に掲げる高速道路については、当該高速道路に係る

事業範囲会社が、新特別措置法第四条の規定による維持、修繕及び災害復旧を行わな

ければならない。 

２ 前項の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う事業範囲会社は、当該高速道路に

ついて、暫定協定に基づき新特別措置法第三条第一項の許可を受けたものとみなす。 

３ 前二項の場合においては、当該高速道路についての旧特別措置法第二条の四の認

可、旧特別措置法第三条第一項若しくは第四項若しくは第三条の二第一項若しくは第

三項の許可又は旧特別措置法第七条の四第一項若しくは第七条の八第一項の認可に係

る料金及びその徴収期間は新特別措置法第三条第二項第四号の料金の額及びその徴収



 

 

期間とみなし、当該高速道路について公団が旧特別措置法第十四条第一項の規定によ

り公告した料金の額及びその徴収期間は当該事業範囲会社が新特別措置法第二十五条

第一項の規定により公告した料金の額及びその徴収期間とみなす。 

 （管理有料高速道路の維持、修繕等の特例の経過措置） 

第二十六条 管理有料高速道路については、旧特別措置法第五条、第六条（旧特別措置

法第五条第一項又は第四項の許可に係る部分に限る。）並びに第十一条第二項及び第

三項（旧特別措置法第五条第一項又は第四項の許可に係る部分に限る。）の規定は、

この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧特別措置法第五

条第一項中「日本道路公団」とあるのは「日本道路公団等民営化関係法施行法第二十

条第一項に規定する管理有料高速道路承継会社（以下単に「管理有料高速道路承継会

社」という。）」と、同条第二項及び第四項並びに旧特別措置法第六条第一項中「日

本道路公団」とあるのは「管理有料高速道路承継会社」と、旧特別措置法第五条第二

項第三号中「維持及び修繕に関する工事に要する費用の見積」とあるのは「維持及び

修繕に関する工事に要する費用の見積り（日本道路公団等民営化関係法施行法第二十

六条第三項の規定による認可があつた後は、収支予算の明細）」と、同項第四号中

「料金」とあるのは「料金（日本道路公団等民営化関係法施行法第二十六条第三項の

規定による認可があつた後は、料金の額及びその徴収期間）」と、旧特別措置法第十

一条第三項中「前二項に」とあるのは「前項に」と、「前二項の料金の額」とあるの

は「料金の額及びその徴収期間」とする。 

２ 管理有料高速道路については、新特別措置法第三条第一項の許可を受けて新設し、

又は改築した高速道路とみなして新特別措置法第四条から第七条まで、第九条第一項

（第一号から第三号までに係る部分を除く。）及び第九項から第十一項まで、第二十

四条、第二十五条第一項、第二十六条、第三十条第一項（第一号及び第二号に係る部

分を除く。）及び第二項、第三十二条第一項、第三十五条、第三十七条第一項、第三

十八条、第三十九条、第四十条第一項、第四十二条第一項及び第四項、第四十四条、

第四十五条第三項、第四項前段及び第六項、第四十六条第一項、第四十七条、第四十

八条、第五十一条第四項、第五項及び第八項、第五十四条第一項（後段にあっては、

政令で定める技術的読替えに係る部分に限る。）及び第二項並びに第五十五条から第

五十九条までの規定を適用する。この場合において、新特別措置法第九条第九項及び

第十項、第四十五条第三項、第四項前段及び第六項並びに第五十一条第四項中「機

構」とあるのは「道路管理者」とするほか、新特別措置法の規定の適用についての必

要な技術的読替えは、政令で定める。 

３ 管理有料高速道路承継会社は、その成立の日から二月以内に、収支予算の明細その

他国土交通省令で定める書類を添付して、管理有料高速道路に係る料金の徴収期間に

ついて、国土交通大臣にその認可の申請をしなければならない。 

４ 前三項に規定するもののほか、この法律の施行前に管理有料高速道路について旧特



 

 

別措置法（これに基づく命令を含む。）の規定によってした処分、手続その他の行為

であって、第二項の規定により読み替えて適用する新特別措置法（これに基づく命令

を含む。）中相当の規定があるものはこれらの規定によってした処分、手続その他の

行為と、当該規定がないもので道路法（昭和二十七年法律第百八十号。これに基づく

命令を含む。）中相当の規定があるものはこれらの規定によってした処分、手続その

他の行為とみなす。 

 （建設中の高速道路の新設又は改築） 

第二十七条 第十三条第四項第三号に掲げる高速道路については、会社の成立の日から

第二十四条第七項に規定する日までの間（以下「暫定期間」という。）は、当該高速

道路に係る事業範囲会社が、その新設又は改築を行わなければならない。 

２ 前項の規定により新設又は改築を行う事業範囲会社は、当該高速道路について、暫

定協定に基づき新特別措置法第三条第一項の許可を受けたものとみなす。 

３ 前二項の場合においては、当該高速道路についての旧特別措置法第二条の三の認

可、旧特別措置法第三条第一項若しくは第四項の許可若しくは旧特別措置法第七条の

三第一項の認可に係る工事の区間、工事方法、工事予算並びに工事の着手及び完成の

予定年月日又は旧本州四国公団法第三十一条第一項の認可に係る工事実施計画は新特

別措置法第三条第二項第二号の新設又は改築に係る工事の内容とみなし、当該高速道

路についての旧特別措置法第三条第一項又は第四項の許可に係る料金及びその徴収期

間は新特別措置法第三条第二項第四号の料金の額及びその徴収期間とみなす。 

４ 暫定期間内に、第十三条第四項第三号に掲げる高速道路の新設又は改築の工事が完

了した場合には、当該高速道路に係る事業範囲会社が、新特別措置法第四条の規定に

よる維持、修繕及び災害復旧を行わなければならない。 

５ 前項の場合においては、事業範囲会社は、第三項の規定により料金の額及びその徴

収期間が定められている場合を除き、暫定協定に定められた料金の額及び暫定期間を

それぞれ新特別措置法第三条第二項第四号の料金の額及びその徴収期間とみなし、当

該高速道路について料金を徴収することができる。この場合において、新特別措置法

第二十三条（第一項第四号及び第五号に係る部分を除く。）の規定は、適用しない。 

 （計画決定済みの高速道路の調査） 

第二十八条 第十三条第四項第四号に掲げる高速道路については、暫定期間内は、当該

高速道路に係る事業範囲会社が、その新設又は改築に関する調査を行わなければなら

ない。 

 （機構の業務に関する暫定措置） 

第二十九条 機構は、暫定協定の対象となる高速道路について、暫定期間内は、当該暫

定協定（料金の額に係る部分を除く。）を機構法第十四条第一項の規定による認可を

受けた業務実施計画とみなして、機構法第十二条第一項の業務を行わなければならな

い。 



 

 

 （会社が新設又は改築を行うべき高速道路の指定） 

第三十条 国土交通大臣は、会社の成立の日から四月以内に、第十三条第四項第三号及

び第四号に掲げる高速道路（暫定期間内完成高速道路を除く。以下この条において同

じ。）のうち会社が新設又は改築を行うべきもの及びその会社を指定することができ

る。 

２ 国土交通大臣は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、同項の指定をし

ようとする会社（以下この条において「事業会社」という。）と協議をしなければな

らない。この場合において、事業会社との協議は、まず、当該高速道路をその事業の

範囲とする事業範囲会社と行うものとし、当該事業範囲会社と協議がととのわない場

合においては、当該事業範囲会社以外の事業会社と行うものとする。 

３ 国土交通大臣は、前項の規定による協議の結果、いずれの事業会社とも同項の協議

がととのわなかった場合において、同項の協議を行った事業会社のいずれかになお当

該高速道路の新設又は改築を行わせようとするときは、当該事業会社に対し、相当の

期限を定めて、当該高速道路の新設又は改築を行うことができないと思料する理由の

申出を求めなければならない。 

４ 国土交通大臣は、前項の期限内に同項の規定により理由の申出があったときは、当

該理由が正当であるか否かについて、社会資本整備審議会の意見を求めなければなら

ない。 

５ 国土交通大臣は、前項の規定により社会資本整備審議会の意見を聴いた上で当該理

由が正当なものであると認めるときは、当該理由の申出に係る高速道路及び事業会社

については、第一項の指定をすることができない。 

６ 国土交通大臣は、第三項の規定により理由の申出があったときは、当該理由及び第

四項の規定に基づく社会資本整備審議会の意見を公表するものとする。 

７ 国土交通大臣は、第一項の指定をしようとするときは、あらかじめ、機構と協議を

しなければならない。 

８ 第三項から第六項までの規定は、国土交通大臣が機構と前項の協議がととのわなか

った高速道路について第一項の指定をしようとする場合について準用する。この場合

において、第三項中「前項」とあるのは「第七項」と、「同項の協議を行った事業会

社のいずれかになお当該高速道路の新設又は改築を行わせようとするときは、当該事

業会社に対し」とあるのは「なお当該高速道路について機構法第十二条第一項の業務

を行わせようとするときは、機構に対し」と、「の新設又は改築を行う」とあるのは

「について同項の業務を行う」と読み替えるものとする。 

９ 国土交通大臣は、旧首都公団法第三十条第一項の基本計画又は旧阪神公団法第三十

条第一項の基本計画に定められている高速道路について第一項の指定をしようとする

ときは、あらかじめ、当該高速道路の道路管理者（道路法第十八条第一項に規定する

道路管理者をいう。）の意見を聴かなければならない。 



 

 

10 国土交通大臣は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の指定を

することができないときは、その理由が存続する間、同項に規定する期間を延長する

ことができる。この場合においては、会社及び機構に対し、遅滞なく、その旨、延長

する期間及び延長する理由を通知しなければならない。 

11 国土交通大臣は、第一項の指定をしたときは、これを公表するとともに、その旨を

当該指定に係る会社及び機構に通知するものとする。 

12 事業範囲会社以外の会社が第一項の指定を受けたときは、当該会社は、当該指定に

係る高速道路において道路会社法第五条第一項第一号から第三号までの事業を営むこ

とについて同条第四項の認可を受けたものとみなす。 

 （新協定、業務実施計画の認可及び新設、改築等の許可等） 

第三十一条 機構は、その成立の日から四月（前条第十項の規定により当該期間が延長

された場合にあっては、当該延長後の期間）に二月を加えた期間内に、次に掲げる高

速道路について、会社と、第二十四条第一項に規定する全国路線網、地域路線網又は

一の路線に属する高速道路（当該高速道路について二以上の会社が新設、改築、維

持、修繕その他の管理を行う場合にあっては、それぞれの会社が新設、改築、維持、

修繕その他の管理を行う高速道路の各部分）ごとに、新たに機構法第十三条第一項に

規定する協定（以下この条において「新協定」という。）を締結し、これに基づき、

機構法第十四条第一項の規定による業務実施計画の認可を受けなければならない。 

 一 第十三条第四項第一号に掲げる高速道路 

 二 第十三条第四項第三号及び第四号に掲げる高速道路のうち、暫定期間内完成高速

道路及び前条第一項の指定を受けた高速道路 

２ 会社は、新協定に基づき、前項に規定する期間内に、次項に規定する場合を除き、

当該新協定の対象となる高速道路について、新特別措置法第三条第一項又は第六項の

許可を受けなければならない。 

３ 新協定の内容（機構法第十三条第一項第六号の貸付期間及び同項第七号の徴収期間

を除く。）がこれに対応する暫定協定と同一である場合において、当該新協定に定め

る料金の徴収期間が第二十五条第三項又は第二十七条第三項の規定により新特別措置

法第三条第二項第四号の料金の徴収期間とみなされたものと同一であるときは、会社

は、第一項に規定する期間内に、当該新協定の対象となる高速道路について、同条第

二項第三号に掲げる事項を国土交通大臣に届け出なければならない。この場合におけ

る機構法第十四条第五項の規定の適用については、同項中「道路整備特別措置法第三

条第一項又は第六項の許可を受けた」とあるのは「施行法第三十一条第三項の規定に

よる届出をした」と、「当該許可を受けた」とあるのは「当該届出をした」とする。 

４ 第一項の規定により機構が機構法第十四条第一項の規定による業務実施計画の認可

を受けようとする場合においては、第二十四条第二項又は第三項の規定による国土交

通大臣の指定は、それぞれ、機構が機構法第十三条第二項又は第三項の規定により国



 

 

土交通大臣の認可を受けて行った指定とみなす。 

５ 事業範囲会社以外の会社が前条第一項の指定を受けたときは、当該指定に係る高速

道路に係る事業範囲会社が当該高速道路の新設又は改築のために取得した道路資産

（料金の徴収施設その他機構法第二条第二項の政令で定める物件を含む。）は、当該

指定を受けた会社が当該高速道路について第二項の規定により新特別措置法第三条第

一項又は第六項の許可を受ける日に、当該指定を受けた会社に帰属する。 

６ 前項の場合においては、前条第一項の指定を受けた会社は、前項に規定する日に、

当該指定に係る高速道路の新設又は改築に要する費用に充てるために当該高速道路に

係る事業範囲会社が負担した債務を引き受けなければならない。 

７ 前二項に定めるもののほか、事業範囲会社から前条第一項の指定を受けた会社への

同項の指定に係る高速道路に係る権利及び義務の引継ぎに関し必要な事項は、政令で

定める。 

 （地方道路公社の行う有料の一般国道等の維持、修繕等の特例の経過措置） 

第三十二条 この法律の施行の際現に旧特別措置法第七条の十七第一項の許可（同条第

四項の許可を含む。以下この項において同じ。）を受けて地方道路公社が維持、修繕

及び災害復旧を行っている道路については、当該地方道路公社が、この法律の施行の

時において、新特別措置法第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合に

おいて、旧特別措置法第七条の十七第一項の許可に係る旧特別措置法第五条第二項第

一号、第二号及び第四号に掲げる事項はそれぞれ新特別措置法第十五条第一項の許可

に係る同条第二項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項とみなし、同項第五号の料

金の徴収期間はこの法律の施行の日から二十年間とする。 

２ 前項の料金の徴収期間は、当該地方道路公社が新特別措置法第二十五条第一項の規

定により公告した料金の徴収期間とみなす。 

 （道路整備特別措置法の一部改正に伴う経過措置） 

第三十三条 第二十五条から第二十七条まで及び前条に規定するもののほか、この法律

の施行前に旧特別措置法（これに基づく命令を含む。）の規定によってした処分、手

続その他の行為であって、新特別措置法（これに基づく命令を含む。）中相当の規定

があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 

 （道路法及び高速自動車国道法の一部改正に伴う経過措置） 

第三十四条 会社の成立の際現に第十四条第一項各号に掲げる公団が建設又は管理を行

っている道路会社法第五条第一項第三号に掲げる施設に該当する施設（承継計画にお

いて会社に引き継ぐものとされた施設で政令で定めるものに限る。）は、それぞれ、

当該各号に定める会社が、その成立の時において、当該施設が連結している次の各号

に掲げる道路の区分に応じて、当該道路との連結について当該各号に定める許可を受

けたものとみなす。 

 一 整備法第二条の規定による改正前の道路法（次項において「旧道路法」とい



 

 

う。）第四十八条の四第一項に規定する自動車専用道路 整備法第二条の規定によ

る改正後の道路法（次項において「新道路法」という。）第四十八条の五第一項の

連結許可 

 二 高速自動車国道 整備法第三条の規定による改正後の高速自動車国道法第十一条

の二第一項の連結許可 

２ この法律の施行前に旧道路法第四十八条の四第一項の規定によりした許可は、新道

路法第四十八条の五第一項の規定によりした許可とみなす。 

 （罰則に関する経過措置） 

第三十五条 整備法及びこの法律の施行前にした行為並びに第十五条第九項の規定によ

りなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する

罰則の適用については、なお従前の例による。 

 （政令への委任） 

第三十六条 この法律に規定するもののほか、会社及び機構の設立並びに公団の解散に

関し必要な事項その他日本道路公団等民営化関係法及びこの法律の施行に関し必要な

経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

   第三章 関係法律の整備等 

 （日本道路公団法等の廃止） 

第三十七条 次に掲げる法律は、廃止する。 

 一 日本道路公団法 

 二 首都高速道路公団法 

 三 阪神高速道路公団法 

 四 本州四国連絡橋公団法 

 五 道路関係四公団民営化推進委員会設置法（平成十四年法律第六十九号） 

 （日本道路公団法等の廃止に伴う経過措置） 

第三十八条 この法律の施行前に旧道路公団法（第十条を除く。）、旧首都公団法（第

二十条を除く。）、旧阪神公団法（第二十条を除く。）又は旧本州四国公団法（第二

十条を除く。）の規定によりした処分、手続その他の行為は、独立行政法人通則法、

道路会社法又は機構法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみな

す。 

２ 公団の役員又は職員として在職した者については、旧道路公団法第三十七条及び第

三十八条、旧首都公団法第四十八条及び第四十九条並びに附則第十二条、旧阪神公団

法附則第十条及び第十一条並びに旧本州四国公団法附則第十二条及び第十三条の規定

は、この法律の施行の日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧道路

公団法第三十八条中「公団は」とあるのは「東日本高速道路株式会社、中日本高速道

路株式会社、西日本高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済

機構は」と、旧首都公団法第四十九条及び附則第十二条第二項中「公団は」とあるの



 

 

は「首都高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は」

と、旧阪神公団法附則第十一条中「公団は」とあるのは「阪神高速道路株式会社又は

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は」とする。 

３ この法律の施行前に政府が貸付けを行った旧本州四国公団法附則第十四条第一項の

規定による貸付金の償還については、なお従前の例による。 

 （道路の修繕に関する法律の一部改正） 

第三十九条 道路の修繕に関する法律（昭和二十三年法律第二百八十二号）の一部を次

のように改正する。 

  第二条第二項中「第百六条」を「第百七条」に改める。 

 （公職選挙法の一部改正） 

第四十条 公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）の一部を次のように改正する。 

  第百三十六条の二第一項第二号中「日本道路公団、」を削り、「若しくは沖縄振興

開発金融公庫の役員若しくは職員又は首都高速道路公団、阪神高速道路公団若しくは

本州四国連絡橋公団の管理委員会の委員、役員若しくは」を「又は沖縄振興開発金融

公庫の役員又は」に、「公団等の役職員等」を「公庫の役職員」に改める。 

  第二百三十九条の二第一項及び第二百五十一条の四第一項中「公団等の役職員等」

を「公庫の役職員」に改める。 

 （地方税法の一部改正） 

第四十一条 地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）の一部を次のように改正す

る。 

  第七十二条の四第一項第三号中「、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道

路公団、本州四国連絡橋公団」を削る。 

  第七百一条の三十四第三項に次の一号を加える。 

  二十九 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会

社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路

株式会社が、高速道路株式会社法（平成十六年法律第▼▼▼号）第五条第一項第

一号、第二号又は第四号に規定する事業（本州四国連絡高速道路株式会社にあつ

ては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号に規定する事業）の用に供する施

設で政令で定めるもの 

  附則第十条に次の一項を加える。 

 14 道府県は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株

式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高

速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四

号に規定する事業（本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二

号、第四号又は第五号ロに規定する事業）の用に供する不動産で政令で定めるもの

を取得した場合又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法



 

 

人日本高速道路保有・債務返済機構法（平成十六年法律第▼▼▼号）第十二条第一

項第一号若しくは第八号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを

取得した場合には、これらの取得が平成二十八年三月三十一日までに行われたとき

に限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、これらの不動産の取得に対し

ては、不動産取得税を課することができない。 

  附則第十四条に次の一項を加える。 

 ４ 市町村は、平成十八年度から平成二十七年度までの各年度分の固定資産税又は都

市計画税に限り、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道

路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連

絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは

第四号に規定する事業（本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、

第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業）の用に供する固定資産で政令で定め

るもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高

速道路保有・債務返済機構法第十二条第一項第一号若しくは第八号に規定する業務

の用に供する固定資産で政令で定めるものに対しては、第三百四十二条又は第七百

二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができな

い。 

 （土地収用法の一部改正） 

第四十二条 土地収用法（昭和二十六年法律第二百十九号）の一部を次のように改正す

る。 

  第三条第七号の三を削る。 

  第十七条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第三号中「こえ」を「超

え」に改め、同号ト中「ヘまで」を「トまで」に改め、同号トを同号チとし、同号中

ヘをトとし、イからホまでをロからヘまでとし、同号にイとして次のように加える。 

   イ 道路整備特別措置法（昭和三十一年法律第七号）第二条第四項に規定する会

社が行う同法による高速道路に関する事業 

 （国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部改正） 

第四十三条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一

部を次のように改正する。 

  第二条第一項中「次に掲げる」を「政令で定める」に改め、同項各号を削る。 

  第三条第一項中「第二条第一項各号に掲げる」を「前条第一項の政令で定める」

に、同条第二項中「第二条第一項各号及び第二項各号」を「前条第一項の政令で定め

る法人及び同条第二項各号」に改める。 

  第四条中「第二条第一項各号に掲げる」を「第二条第一項の政令で定める」に、

「先だつて」を「先立つて」に、「第三条第一項」を「前条第一項」に改める。 

  第五条第一項中「第二条第一項各号に掲げる」を「第二条第一項の政令で定める」



 

 

に、「こえる」を「超える」に改める。 

 （地方財政再建促進特別措置法の一部改正） 

第四十四条 地方財政再建促進特別措置法（昭和三十年法律第百九十五号）の一部を次

のように改正する。 

  第二十四条第二項中「日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州

四国連絡橋公団」を「東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高

速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社」に改める。 

 （租税特別措置法の一部改正） 

第四十五条 租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）の一部を次のように改正

する。 

  第八十四条の三中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一

項を加える。 

 ５ 日本道路公団等民営化関係法施行法（平成十六年法律第▼▼▼号）第十条の規定

により東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会

社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株

式会社（以下この項において「会社」と総称する。）が受ける設立の登記並びに同

法第七条の規定により日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本

州四国連絡橋公団が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登記又は登録に

ついては、登録免許税を課さない。 

 （道路整備特別会計法の一部改正） 

第四十六条 道路整備特別会計法（昭和三十三年法律第三十五号）の一部を次のように

改正する。 

  第三条第一項第八号中「第八条の三第一項」を「第二十条第一項」に改め、「、東

京湾横断道路の建設に関する特別措置法（昭和六十一年法律第四十五号）第三条第一

項」を削り、同項に次の二号を加える。 

  十 出資に対する配当金 

  十一 この会計に所属する株式の処分による収入 

  附則第十九項中「第八条の三第一項」を「第二十条第一項」に改める。 

  附則第二十六項中「本州四国連絡橋公団法」を「日本道路公団等民営化関係法施行

法（平成十六年法律第▼▼▼号）第三十七条第四号の規定による廃止前の本州四国連

絡橋公団法」に改める。 

  附則第二十七項中「第八条の三第一項」を「第二十条第一項」に、「本州四国連絡

橋公団法」を「日本道路公団等民営化関係法施行法（平成十六年法律第▼▼▼号）第

三十七条第四号の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法」に改める。 

  附則に次の二項を加える。 

 30 日本道路公団等民営化関係法施行法第五十六条の規定による改正前の東京湾横断



 

 

道路の建設に関する特別措置法（昭和六十一年法律第四十五号）第三条第一項の規

定による無利子の貸付けに関する政府の経理は、当分の間、この会計において行う

ものとする。 

 31 前項の規定により同項に規定する政府の経理をこの会計において行う場合におけ

る第三条第一項第八号の規定の適用については、同号中「幹線道路の沿道の整備に

関する法律（昭和五十五年法律第三十四号）第十一条第一項若しくは第十三条の四

第一項」とあるのは、「幹線道路の沿道の整備に関する法律（昭和五十五年法律第

三十四号）第十一条第一項若しくは第十三条の四第一項、日本道路公団等民営化関

係法施行法（平成十六年法律第▼▼▼号）第五十六条の規定による改正前の東京湾

横断道路の建設に関する特別措置法（昭和六十一年法律第四十五号）第三条第一

項」とする。 

 （公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正） 

第四十七条 公共用地の取得に関する特別措置法（昭和三十六年法律第百五十号）の一

部を次のように改正する。 

  第二条第二号中「、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は本州四国連

絡橋公団」を「又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。 

 （行政事件訴訟法等の一部改正） 

第四十八条 次に掲げる法律の表首都高速道路公団の項、日本道路公団の項、阪神高速

道路公団の項及び本州四国連絡橋公団の項を削る。 

 一 行政事件訴訟法（昭和三十七年法律第百三十九号）別表 

 二 法人税法（昭和四十年法律第三十四号）別表第一第一号 

 三 印紙税法（昭和四十二年法律第二十三号）別表第二 

 四 登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第二 

 五 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成十三年法律第百四十

号）別表第一 

 六 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十

九号）別表 

 （行政事件訴訟法等の一部改正に伴う経過措置） 

第四十九条 この法律の施行前に前条第一号の規定による改正前の行政事件訴訟法の規

定に基づき提起された公団を被告とする取消訴訟（第十五条第一項の規定により会社

が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。）の管轄については、なお

従前の例による。 

２ この法律の施行前に前条第五号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情

報の公開に関する法律の規定に基づき公団がした行為及び公団に対してなされた行為

（第十五条第一項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するもの

に限る。）については、なお従前の例による。 



 

 

３ この法律の施行前に前条第六号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個

人情報の保護に関する法律の規定に基づき公団がした行為及び公団に対してなされた

行為（第十五条第一項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関する

ものに限る。）については、なお従前の例による。 

 （地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正） 

第五十条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法（昭和三十七年法律第

百五十三号）の一部を次のように改正する。 

  第九十六条第三項中「公団等」を「機構等」に、「日本道路公団」を「東日本高速

道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、独立行政法人日

本高速道路保有・債務返済機構」に、「首都高速道路公団」を「首都高速道路株式会

社」に、「阪神高速道路公団」を「阪神高速道路株式会社」に改め、「労働福祉事業

団」の下に「、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道

路株式会社にあつては日本道路公団、首都高速道路株式会社にあつては首都高速道路

公団、阪神高速道路株式会社にあつては阪神高速道路公団、独立行政法人日本高速道

路保有・債務返済機構にあつては日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路

公団」を加える。 

 （所得税法の一部改正） 

第五十一条 所得税法（昭和四十年法律第三十三号）の一部を次のように改正する。 

  別表第一第一号の表中 

「 酒造組合 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律（昭和二十

八年法律第七号） 

 酒造組合中央会  

 酒造組合連合会  

 首都高速道路公団 首都高速道路公団法（昭和三十四年法律第百三十三

号） 

 酒販組合 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 

 酒販組合中央会  

 酒販組合連合会  」

 を 

「 酒造組合 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律（昭和二十

八年法律第七号） 

 酒造組合中央会  

 酒造組合連合会  

 酒販組合  

 酒販組合中央会  

 酒販組合連合会  」

 に改め、日本道路公団の項、阪神高速道路公団の項及び本州四国連絡橋公団の項を削

る。 

 （都市再開発法の一部改正） 



 

 

第五十二条 都市再開発法（昭和四十四年法律第三十八号）の一部を次のように改正す

る。 

  第二条の二第六項を削り、同条第七項を同条第六項とする。 

  第七条の二第四項中「、首都高速道路公団、阪神高速道路公団」を削る。 

  第五十八条第一項中「、首都高速道路公団、阪神高速道路公団」を削り、「から第

七項まで」を「又は第六項」に改める。 

  第五十九条第二項中「、首都高速道路公団に置かれるものについては「首都高速道

路公団理事長」と、阪神高速道路公団に置かれるものについては「阪神高速道路公団

理事長」と」を削る。 

  第七十二条第一項中「第二条の二第七項」を「第二条の二第六項」に改める。 

 （自転車道の整備等に関する法律の一部改正） 

第五十三条 自転車道の整備等に関する法律（昭和四十五年法律第十六号）の一部を次

のように改正する。 

  第六条第一項中「第四十八条の七第一項」を「第四十八条の十三第一項」に改め

る。 

 （幹線道路の沿道の整備に関する法律の一部改正） 

第五十四条 幹線道路の沿道の整備に関する法律（昭和五十五年法律第三十四号）の一

部を次のように改正する。 

  第二条第三号中「第十六条の二第一項に規定する日本道路公団の管理する高速自動

車国道にあつては、日本道路公団」を「第二十三条第一項第一号に規定する会社管理

高速道路（以下この号において「会社管理高速道路」という。）にあつては、同法第

二条第四項に規定する会社（以下この号において「会社」という。）」に、「道路整

備特別措置法第十七条第一項に規定する公団等の管理する一般国道等にあつてはそれ

ぞれ日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団又

は」を「会社管理高速道路にあつては会社、道路整備特別措置法第三十一条第一項に

規定する公社管理道路にあつては」に改める。 

 （本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の一部改

正） 

第五十五条 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法

（昭和五十六年法律第七十二号）の一部を次のように改正する。 

  第二条第一号を次のように改める。 

  一 本州四国連絡橋 本州と四国を連絡する一般国道（高速道路株式会社法（平成

十六年法律第▼▼▼号）第一条に規定する会社（第二十三条において単に「会

社」という。）が建設するものに限る。）又は鉄道施設の全部又は一部をいう。 

  第十条中「公団」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構（以下「機

構」という。）又は本州と四国を連絡する鉄道施設を建設し、若しくは保有する者で



 

 

あつて国土交通大臣の指定するもの（以下「鉄道事業者等」という。）」に改め、

「に対し」の下に「、機構にあつては一般国道である本州四国連絡橋（以下「国道

橋」という。）の供用に伴うものについて、鉄道事業者等にあつては鉄道施設である

本州四国連絡橋（以下「鉄道橋」という。）の供用に伴うものについて」を加える。 

  第十二条第一項中「公団」を「国道橋の供用に伴う事業規模の縮小等に係るものに

あつては機構に対し、鉄道橋の供用に伴う事業規模の縮小等に係るものにあつては鉄

道事業者等」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「公団」を「機構又は鉄道

事業者等」に改める。 

  第十三条中「公団」を「機構又は鉄道事業者等」に改める。 

  第十五条第一項中「公団」を「機構又は鉄道事業者等」に改め、「図るため」の下

に「、機構にあつては国道橋の供用に伴う指定規模縮小等航路に係るものについて、

鉄道事業者等にあつては鉄道橋の供用に伴う指定規模縮小等航路に係るものについ

て」を加え、同条第二項及び第三項中「公団」を「機構又は鉄道事業者等」に改め、

同条第四項中「公団」を「、国道橋の供用に伴う指定規模縮小等航路に係るものにあ

つては機構に、鉄道橋の供用に伴う指定規模縮小等航路に係るものにあつては鉄道事

業者等」に改める。 

  第二十三条の見出し中「公団」を「会社等」に改め、同条中「公団」を「国道橋を

建設した会社及び機構又は鉄道事業者等」に改める。 

 （東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の一部改正） 

第五十六条 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法（昭和六十一年法律第四十五

号）の一部を次のように改正する。 

  第二条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。 

   東日本高速道路株式会社（以下「東日本会社」という。）及び独立行政法人日本

高速道路保有・債務返済機構（以下「機構」という。）は、東京湾横断道路（道路

法（昭和二十七年法律第百八十号）第三条第二号の一般国道のうち川崎市と木更津

市との間で東京湾を横断するものをいう。以下同じ。）の建設及び管理に関する事

業を行う会社（以下「東京湾横断道路建設事業者」という。）と日本道路公団等民

営化関係法施行法（平成十六年法律第▼▼▼号）第五十七条第一項の規定により締

結したものとみなされる次に掲げる事項をその内容に含む協定（以下「建設協定」

という。）に従い、その事業又は業務を行わなければならない。 

  第二条第一項第一号を削り、同項第二号中「公団」を「機構」に、「に要する」を

「（東京湾横断道路の新設に関する工事及びその準備行為のうち、基本的な調査及び

設計、敷地の取得その他国土交通省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。）

に要した」に、「会社」を「東京湾横断道路建設事業者」に改め、同号を同項第一号

とし、同項第三号中「会社」を「東京湾横断道路建設事業者」に改め、「供用開始

後、その」を削り、「締結する」を「締結した」に改め、同号を同項第二号とし、同



 

 

項第四号を同項第三号とし、同条第二項中「公団」を「東日本会社及び機構」に、

「締結しよう」を「変更しよう」に改め、同項後段を削り、同条第三項中「であり、

かつ、公団と建設協定又は管理協定を締結しようとする会社がその事業を適確に遂行

するに足る経理的基礎及び技術的能力を有する」を「である」に改める。 

  第三条を次のように改める。 

 第三条 削除 

  第四条の見出し中「公団等」を「地方公共団体」に改め、同条第一項を削り、同条

第二項を同条とする。 

  第五条中「公団」を「機構」に改める。 

  第九条を次のように改める。 

 第九条 削除 

  第十三条第二項中「公団」を「東日本会社」に改める。 

  第十四条中「、第四条第一項」を削る。 

  第十七条中「一に」を「いずれかに」に、「公団」を「東日本会社」に、「十万

円」を「百万円」に改め、同条第一号中「又は第四条第一項」を削る。 

  本則に次の一条を加える。 

 第十八条 第二条第二項の規定に違反して認可を受けなかつたときは、その違反行為

をした機構の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。 

 （東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置） 

第五十七条 この法律の施行の際現に日本道路公団が前条の規定による改正前の東京湾

横断道路の建設に関する特別措置法（以下この条において「旧東京湾横断道路法」と

いう。）第三条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者と締結した旧東京湾横断

道路法第二条第一項に規定する建設協定及び同項第三号に規定する管理協定は、それ

ぞれ、東日本高速道路株式会社及び機構が当該東京湾横断道路建設事業者と締結した

前条の規定による改正後の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第二条第一項に

規定する建設協定及び同項第二号に規定する管理協定とみなす。 

２ この法律の施行前に政府が貸付けを行った旧東京湾横断道路法第三条第一項の規定

による貸付金の償還については、なお従前の例による。 

３ この法律の施行前に旧東京湾横断道路法第三条第一項に規定する東京湾横断道路建

設事業者が発行した債券及び利札を失った者に交付するためにこの法律の施行後に当

該東京湾横断道路建設事業者が発行する債券又は利札については、旧東京湾横断道路

法第九条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 

 （鉄道事業法の一部改正） 

第五十八条 鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）の一部を次のように改正す

る。 

  第五十九条中「本州四国連絡橋公団」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返



 

 

済機構」に改める。 

 （消費税法の一部改正） 

第五十九条 消費税法（昭和六十三年法律第百八号）の一部を次のように改正する。 

  別表第三第一号の表中 

「 酒造組合 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 

 酒造組合中央会  

 酒造組合連合会  

 首都高速道路公団 首都高速道路公団法（昭和三十四年法律第百三十三

号） 

 酒販組合 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 

 酒販組合中央会  

 酒販組合連合会  」

 を 

「 酒造組合 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 

 酒造組合中央会  

 酒造組合連合会  

 酒販組合  

 酒販組合中央会  

 酒販組合連合会  」

 に改め、日本道路公団の項、阪神高速道路公団の項及び本州四国連絡橋公団の項を削

る。 

 （被災市街地復興特別措置法の一部改正） 

第六十条 被災市街地復興特別措置法（平成七年法律第十四号）の一部を次のように改

正する。 

  第六条第五項中「、首都高速道路公団、阪神高速道路公団」を削る。 

 （独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正） 

第六十一条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成十四年法律第百八

十号）の一部を次のように改正する。 

  第十条第一項第一号中「本州四国連絡橋公団」を「独立行政法人日本高速道路保

有・債務返済機構」に改める。 

 （内閣府設置法の一部改正） 

第六十二条 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）の一部を次のように改正す

る。 

  附則第二条第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同

条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とす

る。 

  附則第四条第二項を削る。 

 （国土交通省設置法の一部改正） 

第六十三条 国土交通省設置法（平成十一年法律第百号）の一部を次のように改正す



 

 

る。 

  附則第七条中「次の表の上欄に掲げる日」を「平成十九年三月三十一日」に、「そ

れぞれ同表の下欄に掲げる法律」を「国際観光文化都市の整備のための財政上の措置

等に関する法律（昭和五十二年法律第七十一号）」に改め、同条の表を削り、同条に

次の一項を加える。 

 ２ 社会資本整備審議会は、第十三条第一項各号に掲げる事務及び前項に規定する事

務をつかさどるほか、日本道路公団等民営化関係法施行法（平成十六年法律第▼▼

▼号）の施行の日から四月（同法第三十条第十項の規定により当該期間が延長され

た場合にあっては、当該延長後の期間）を経過するまでの間、同法の規定によりそ

の権限に属させられた事項を処理する。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施

行する。ただし、第一章、第二章第一節から第三節まで、第二十四条及び第三十六条

の規定は、公布の日から施行する。 

 （検討） 

第二条 政府は、この法律の施行後十年以内に、日本道路公団等民営化関係法の施行の

状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 



 

 

     理 由 

 日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団の民営

化等に伴い、高速道路株式会社法、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法及

び日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律の施行に関し必要

な事項を定めるとともに、これらの法律の施行に伴う関係法律の整備等を行う必要があ

る。これが、この法律案を提出する理由である。 


